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   西脇市都市計画審議会の会議の記録  

 

審議会等の名称  令和７年度第３回西脇市都市計画審議会  

開催日時  令和７年 11月７日（金）  

午後２時～午後３時 10分  

開催場所   西脇市役所２階  委員会室  

出 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  

増岡  亮  

宮崎  隆  

藤原  秀樹  

藤原  桂造  

村井  正信  

門上  きく  

藤本  佳奈  

岡本  憲幸  

和田  真理子  

矢納  利夫  

岸本  年裕  

浅田  康子  

中谷  久三子  

佐藤  美樹  

三輪  顕  

欠 席 委 員 の 氏 名 又

は人数  
０人  

出 席 職 員 の 職 ・ 氏

名又は人数  

市長  片山  象三  

（幹事）  

 技監  小倉  正大  

建設水道部長  伊藤  和英  

（事務局）  

都市計画課課長  松原  正佳  

都市計画課主査  橋本  将  

都市計画課職員  宮田  寛子  

（出席者）  

 土地利用推進室室長  田中  浩敬  

 土地利用推進室主任  杉本  祐太  

公開・非公開の別   公開  

非公開の理由  ―  

傍聴人の数   ０人  

議題又は協議事項  １  開会  

２  市長あいさつ  

３  会長挨拶  

４  委員紹介  

５  審議事項  

西脇市立地適正化計画の改定について

（諮問第２号）  

６  その他  



 

２ 

 

７  閉会  

会議の記録（概要）  

発言者   

１  開会  

 

２  市長あいさつ  

 

 ○  市長退席  

 

３  会長あいさつ  

 

４  委員紹介  

 

〇  委員、幹事、庶務、事務局、出席者紹介  

 

〇  会議成立報告  

事務局より、委員数 15名中、全委員が出席と

なっていることから西脇市都市計画審議会条例

第５条第２項の規定により本日の会議が成立す

る旨を報告  

 

〇  議事録署名人の指名  

藤原秀樹委員、岸本年裕委員の２名を議事録

署名人に指名  

 

〇  会議の公開・非公開確認  

議事運営規則第７条第２項の規定により、同

条第１項への該当の有無について協議し、非公

開内容は無いことが審議会において確認され、

本日の会議は公開することが決定された。  

 

〇  傍聴定員の決定  

事務局より、本日の傍聴希望者は、いない旨

を報告  

 

５  審議事項  

  西脇市立地適正化計画の改定について（諮問第

２号）  

事務局  

 

市長  

 

 

 

議長  

 

事務局  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

議長  

 

 



 

３ 

 

事務局  

 

 

議長  

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

事務局  

 

○  資料１－１、１－２及び１－３に基づき、事

務局より内容説明  

 

・  説明のあった内容について、委員の意見等を求

める。  

 

・  資料１－１、  128頁、防災まちづくりの取組内

容について、ハード対策として中心市街地等にお

ける内水対策が挙げられている。  

  実施時期の目標としては長期（ 20年）の目標と

なっているが、西脇市は浸水深  0.5ｍ以上の区域

が多い中、それらを防ぐ対策や仕掛けを段階的に

行う予定はあるのか。  

 

・  下戸田ポンプ場などは内水の排水を補助する機

能があり、基本的には、雨水ポンプ場の適切な維

持管理を行うことが重要だと考えており、実施期

間を長期（ 20年）に設定している。  

  また、幹線排水路についても、 (都 )西脇上戸田

線の道路整備と併せて改修していくなど、順次内

水対策を行うこととしている。  

 

・  線状降水帯等による局地的な大雨があった場

合、できるだけ浸水を防ぐような対策はあるの

か。  

 

・  大雨による一時的な水の溢れはあるかもしれな

いが、各所に排水ポンプ等を設置しており、排水

機能として整備をしている。これら施設を適切に

維持管理することでハード対策をしっかり行って

いくことを考えている。  

 

・  施設を維持することで、対策を行っていくとい

うことだが、それら施設を拡充するということは

あるのか。  

 

・  近年でいうと、これまでの施設の整備対応がで

きているのではないかと考えている。  



 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

委員  

 

 

また、市庁舎敷地内にも雨水貯留槽を設置し、

一時的に貯めて、排水の流出を抑える機能も備え

ている。  

さらに、加古川、杉原川においても河川改修が

進んでおり、河川整備と内水対策を並行で行って

いく。  

 

・  資料１－１、  138頁、低未利用地の有効活用と

適正管理のための指針について、低未利用地の地

権者などと利用希望者とを行政がコーディネート

する旨の記載があるが、詳細を知りたい。  

また、管理指針では、定期的な除草や不法投棄

の予防などの記載もあるが、既に実施されている

のか、それとも今後行うのか。  

 

・  指針については、低未利用地に関する一般的な

指針を記載している。使われていない小さな土地

など、活用しにくいものを一体的に利活用する考

え方である。  

  管理指針についても、一般的な指針を記載した

ものである。  

指針としては掲げているが、現時点では、具体

的な動きはないが、このような取組みも必要に応

じて行っていく。  

 

・  今後、具体性を持った形で、積極的に進めてい

く予定はあるのか。  

 

・  策定当初は、こうした指針を用いた一体的な土

地利用も考えていた。現在、南北道路の区画整理

が事業化に向けて動いており、それによって解消

されるものとなっている。それ以外のところで、

具体的な取組を行う必要性があれば検討していき

たい。  

 

・  都市機能誘導区域の拡大について、西側河川沿

いの近隣商業地域の一部が外れているが、何か理

由があるのか。  



 

５ 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

委員  

 

 

また、南側はなぜ追加されているのか。  

 

・  都市機能誘導区域の変更にあたっては、現在事

業中の幹線道路整備の範囲や、今後事業化に向け

て取組が行われている区画整理の範囲を拡大する

形で設定した。  

川沿いは河岸浸食の範囲であるため、必要最低

限のみ拡大し、地形地物等に沿って設定した形と

なる。  

  南側については、河岸浸食の範囲  

を含んではいるが、将来的に行われる事業を見越し

て、追加することとした。  

 

・  資料１－３、 40頁について、人口密度や宅地評

価額など、居住誘導区域や都市機能誘導区域の維

持・向上が掲げられている。基本的に当該区域に

重きを置き、その他の部分はあまり重きを置いて

いないような表現に見えてしまう。  

西脇市としては、やはりこの２つの区域をメイ

ンとして、コンパクト化を進め、焦点を当ててい

くという風にも取れるのだが、どうお考えか。  

 

・  立地適正化計画の構成上、居住誘導区域及び都

市機能誘導区域を設定し、その居住誘導区域の人

口密度の維持が最大の目的であり、計画のメイン

となってくる。ただ、当該区域だけに限る訳では

なく、当然市全体で考えていくものであるが、計

画上はこのような書き方になってしまうことはご

理解いただきたい。  

 

・  事務局におかれては、ただいまの意見等に留意

して、今後も適切に検討を進めていただきたい。  

 

 〇  その他質疑  

 

・  寺内ランプ周辺の土地利用について、観光面で

の土地利用計画はあるのか。  

 



 

６ 

 

事務局  

 

 

 

 

 

委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

事務局  

・  土地利用としては、産業的な土地利用を検討し

ており、特別指定区域を活用し、現在、土地利用

推進室で企業誘致等の活動を行っている。観光面

に特化した形ではないことをご理解いただきた

い。  

 

・  前回の審議会において、区域区分廃止後の農業

地区等での建築可能な建物について、今後詳細に

ついて検討していきたいとのことであったが、そ

の後の進捗はどうか。  

 

・  区域区分廃止に伴う検討は現在も行っている。

特に農地については、基本的に農地のままであ

り、農地法の関係もあるため難しいところではあ

るが、新たな制度を設定していく中、ある程度一

体的な土地利用をする考え方もあると思ってい

る。地域の意見も踏まえ、兵庫県との協議を進め

ている途中であり、現段階で具体的な内容はお示

し出来ないが、柔軟な土地利用を図ることは１つ

の目的でもあるため、今後も検討していく。  

 

７  その他  

 ○  次回の開催日について、案内  

   令和８年２月 13日㈮午後２時より  

 

８  閉会  

  建設水道部長より閉会のあいさつ  

問合せ先  西脇市役所  建設水道部  都市計画課  

 


